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重点取り組み事項（各取組の周知・共有の強化、深度化）

(本省通達における令和5年度の地方協議会で実施すべき取組内容)

取引環境・労働時間改善の取組に関して、各地方協議会において特に重要である
と考えられるものについて、効果的な周知・共有・浸透がなされるための取組を検
討し実施する。

(上記通達を受けた取組)

1. 令和４年度に実施したアンケート調査およびヒアリング調査で確認された課
題・取組事例を踏まえて、荷主ならびに運送事業者に対して効果的な働きかけ
（リーフレットの配布等）を実施した。

2. 適正取引・労働環境改善に寄与する以下制度の周知および導入促進に取り組ん
だ。

① 標準的な運賃
② 「ホワイト物流」推進運動
③ 適正な運賃収受のための荷主周知活動

④ トラックＧメンにおける活動の共有・周知

取組内容
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リーフレットを活用した各取組の周知

➢ 令和5年11月29日、茨城県地方協議会はリーフレット「2024年問題に向けて」を作成（第15回協議会（書面協
議）にて承認）。本リーフレットは、令和４年度に実施したアンケート調査およびヒアリング調査で確認された課
題・取組事例と併せて、2024年問題による影響・対応、ガイドラインによる物流効率化の事例、標準的な運賃、ト
ラックＧメン等の情報を掲載している。

➢ 令和5年12月4日、茨城県トラック協会が開催した「持続可能ないばらきの物流構築のための共創セミナー」（資料
4参照）において、本リーフレットを講演資料として配付し、茨城県下の状況として説明。

➢ 併せて、茨城県下の加工食品、飲料・酒の輸送に関係する荷主及び運送事業者、並びに茨城県トラック協会会員事業
者に郵送にて配付。

（リーフレット「2024年問題に向けて」）
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（令和5年12月28日現在）

※令和2年4月24日標準的な運賃告示

区分
事業者数

（霊柩除く）
運賃料金変更
届出件数

比率

茨城運輸支局 2,258 1,046 46.3%

関東運輸局管内 18,078 7,203 39.8%

全国合計 56,990 33,151 58.2%

➢ 令和5年5月18日、茨城運輸支局は、トラック協会会長、副会長および支部長を招集し、「標準的な運賃の告示制
度」の更なる普及に向けた取り組みを強めるよう依頼。

➢ 「持続可能ないばらきの物流構築のための共創セミナー」において、リーフレット「2024年問題に向けて」配付し、
適正運賃の収受について説明。併せて、茨城県下の加工食品、飲料・酒の輸送に関係する荷主及び運送事業者、並び
に茨城県トラック協会会員事業者に本リーフレットを郵送して周知。

0.0%

5.9% 13.3% 7.8%
9.6%

13.3%

21.3%

26.7%

32.0%

37.2%

46.3%

0.0%

4.4% 19.2%

11.3%

16.5%
19.2%

21.3%
23.3%

26.4%

29.6%

39.8%

R2.4.24 R3.3.31 R3.6.30 R3.9.30 R3.12.28 R4.3.31 R4.6.30 R4.9.30 R4.12.28 R5.2.28 R5.12.28

茨城 関東

重点取り組み事項（各取組の周知・共有の強化、深度化）

「標準的な運賃」告示制度の周知

◆ KPIとして設定している70%には達していないが、トラック協会員の届出率は70%を超えていること、
また、第14回協議会開催時点（37.2％）と比較すると約9%アップしているため、浸透が進んでいる。

令和5年12月末の届出率：46.3%（茨城県トラック協会員における届出率：87.8%）

（参考）標準的な運賃に係る届出件数

第14回協議会開催時点
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「ホワイト物流」推進運動

➢ 茨城県下の加工食品、飲料・酒の輸送に関係する荷主及び運送事業者、並びに茨城県
トラック協会会員事業者に「ホワイト物流」推進運動のポータルサイトを改めて案内
（ＱＲコードを配付）。

茨城県内における賛同企業数

・令和６年１月末時点：2２社

※ KPIとして設定している30社には達していないが、
第14回協議会開催時点（２０社）と比較するとアップ
しており、浸透が進んでいる。
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荷主団体への対応

① 令和5年5月、茨城運輸支局は、茨城労働局と連携して、茨城県経営
者協会、茨城県商工会議所連合会、茨城県商工会連合会および茨城
県中小企業団体中央会（以下、荷主団体）に対して、トラック事業
者の長時間の恒常的な荷待ちの改善と併せて、取引環境の適正化を
要請。

② 令和6年1月23・24日、茨城運輸支局は、荷主団体に対して、荷待
ち・荷役時間の短縮など物流負荷の軽減に取り組んでいただくこと
や、必要なコストを反映した適正な運賃・料金の収受のため、積極
的にトラック事業者と協議を行っていただくよう、傘下会員等への
周知を依頼。

上記要請を受け、各荷主団体は以下のとおり傘下会員等への周
知を実施。

⚫ 茨城県経営者協会
傘下会員向けメールマガジンに掲載して周知（令和６年2月5日実施）

⚫ 茨城県商工会議所連合会
各商工会議所を通して傘下会員に周知（令和6年１月25日実施）

⚫ 茨城県商工会連合会
県下４３商工会を繋ぐグループウェアを用いて、各商工会経由で傘下

会員に周知（令和6年１月24日実施）
⚫ 茨城県中小企業団体中央会

ホームページに掲載して周知（令和6年１月23日実施）

（文書手交時の様子）

一般社団法人茨城県経営者協会 茨城県商工会議所連合会

茨城県商工会連合会 茨城県中小企業団体中央会

（プレスリリース ）（要請文書）



違反原因行為 内容 分類 本社所在地

過積載の指示・容認
2t車オーダーに対して過積載と知りながら4t程を無理に積まされる
ことがある。

元請 関東

運賃・料金の不当な据置き
１，2年前からの燃料費高騰に伴って燃料サーチャージについて担当
者に交渉しているが、導入出来ていない（門前払い）。

元請 近畿
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トラックGメンにおける活動の周知

➢ 令和5年9月5日、茨城運輸支局は、茨城県トラック協会理事会にて、トラックＧメンの創設についてを説明すると
ともに、プッシュ型情報収集への協力を依頼。

➢ トラックＧメンの情報を掲載したリーフレット「2024年問題に向けて」を「持続可能ないばらきの物流構築のため
の共創セミナー」にて配付。併せて、茨城県下の加工食品、飲料・酒の輸送に関係する荷主及び運送事業者、並びに
茨城県トラック協会会員事業者に本リーフレットを郵送して周知。

（参考）茨城運輸支局管内におけるトラックGメン活動状況
トラック事業者へのプッシュ型の情報収集

プッシュ型の情報収集を基に実施したトラック法に基づく働きかけ ※事例

➢ 茨城運輸支局では、トラックＧメンの創設（令和5年7月）以降、トラック事業者に電話等で連絡し、長時間の荷待
ちや依頼になかった付帯業務など、違反原因行為に関する情報収集を毎日実施（１日４件程度）。

➢ 併せて、茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関から悪質な荷主等にかかる情報収集も実施。

➢ 内容については、荷主・元請け事業者問わず、大企業に対する申告が多い印象。また、荷主による違反原因行為はあ
るものの、身バレリスクを考慮して申告しないケースも多々ある。
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